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1996年英国仲裁法により、ロンドンは世界で最も繁忙な仲裁地となった。もっとも、本法制定30
周年が近づくにつれ、軽微な改正が検討されている。

仲裁契約に適用される法律：おそらく本法において改正が最も議論された点である。仲裁契約に
適用される法律を決定するイングランドとウェールズの現行法は、Enka v Chubb [2020]の最高裁
判決が定めたものとなっている。しかし、当該法は、不必要に複雑になっているというのが共通
の理解である。そのため、法制審議会では、当事者が別段の合意をしない限り、仲裁地の法律が
仲裁契約に適用されることを確認しようとしている。この点の改正は、現地の実務家から歓迎さ
れている。

秘密保持義務：英国法上、仲裁に関する秘密を保持する黙示の義務があるものとされている。こ
れは、コモンローの下で裁判所により確立されたものであり、本法で定められたものではない。
そのため、法制審議会により特に審議された分野のひとつである。もっとも最終的には、法制審
議会は、本法において秘密保持義務を成文化すべきではないものと判断した。

管轄問題：現行法では、仲裁廷が管轄権を有しないことを理由とする異議申立てについては、再
審理が必要となる。法制審議会は、異議申立てに基づく裁判所の審理の範囲を仲裁廷の判断内容
に限ることを提案した。しかし、法制審議会は、この点の改正は、本法の改正によるのではな
く、裁判所の規則の改正によって行われるべきであると示唆した。

これらの他にも軽微な改正がいくつも提案されている。もっとも、上記のとおり、ロンドンの仲裁
実務家の間で現行法のままで十分機能しているとの考えが強かったことから、大幅な改正の要望は
ほとんどなかった。そのため、改正案が法律として施行された場合、改正法は、現行法と大きく異
なるものにはならないものと良そうされる。
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